
撮影会（イベント）参加に関する誓約書 

 
1. 適用範囲  
 この誓約書は、個人・法人・商用・非商用その他の別に関係なく、アーバンフォトクラブ（以下、甲）  
 の主催する撮影会及びイベント（以下、撮影会）に参加する参加者（以下、乙）全てに適用されます。 
 
2. 参加資格 
 （甲）の主催する撮影会は18歳以上の方のみご利用できます。（乙）は身分証の提出によって18歳未満  
 で無いことを証明します。 
 
3. 個人情報について 
 （乙）は（甲）の主催する撮影会に出演するモデルの個人情報を得た場合、これを第三者に漏洩する事を 
 禁止します。 
 
4. 写真・動画等の作品の取り扱いについて 
 （乙）が撮影した写真・動画等の作品と全ての情報の権利（肖像権・著作権等）は、モデルの所属プロダ 
 クション又はモデル本人に帰属します。 
 従いましてそれらは（乙）の個人使用に限るものとし、公開・販売・転売・投稿など第三者の目に触れ 
 るような扱い、またはその可能性のある様な扱い全てを禁止します。 
 
5. 撮影会参加時の注意事項 
  1）モデルへの接触、又は接触を求める言動・行為の全てを禁止します。 
  2）モデルが拒否するポーズの強要、そのほかモデルの拒絶する行為を 
   禁止します。 
  3）モデルに連絡先やその他の個人的な内容の質問を禁止します。 
  4）モデルとの直接取引、又はそれに類する行為を禁止します。 
  5）モデル・モデルの仕事・プロダクション・当撮影会への誹謗・中傷等を 
   禁止します。 
  6）スタジオの照明機材・備品等を破損させた場合、弁償して頂きます。 
 
 その他公序良俗に反する事なく、常識的なモラルをもって行動してください。 
 
6. 損害賠償  
  誓約書に違反した（乙）は（甲）に対して損害賠償（賠償金50万円）の責を負います。その損害額が 
  50万円を超える内容の場合は、プロダクション、またはモデル本人との協議にて決定させて頂きます。 
 
7. 管轄の合意 
  本誓約書に関する一切の紛争につきましては東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 
 
日付 20   年   月   日 
   （乙） 
     ご住所 〒    -                                                                        
     
     お名前                          
 
  （甲）アーバンフォトクラブ 
        アーバンフォトクラブは、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関するコンプライ 
        アンス・プログラムを遵守し、個人情報を正確かつ 適正に取扱い、透明性の高い運営活動を遂行 
        します。 


